
日本政策金融公庫を通じた資金繰り支援
令和３年度補正予算案額 1,403億円

中小企業庁 金融課

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企
業に対して、資本増強策を強化することで、スタートアッ
プの事業成長下支えや事業の「再生」により廃業を防
ぐとともに、V字回復に向けた「基盤強化」を図ります。

具体的には、一時的に財務状況が悪化した中小企業
等に対して、日本政策金融公庫が、民間金融機関が
資本とみなすことができる長期間元本返済のない資本
性ローンを供給します。

成果目標

資本性ローンの実施により、民間金融機関からの更なる
金融支援を促し、中小企業の資金繰りの円滑化を図り
ます。

資本性ローン

• 新型コロナウイルス感染症の影響により、キャッシュフローが
不足するスタートアップ企業や一時的に財務状況が悪化し
企業再建等に取り組む企業に対して、民間金融機関が
資本とみなすことができる期限一括償還の資本性ローンを
供給することで、民間金融機関や投資家からの円滑な金
融支援を促しつつ、事業の成長・継続を支援します。

【主な貸付条件】

国

日本政策
金融公庫

中小企業・
小規模事業者

出資金等 資本性ローン

民間金融機関
協調融資

融資限度額 1社あたり最大10億円（別枠）

融資期間 20年・15年・10年・7年・５年１ヵ月（期限一括償還）

貸付利率

融資後当初3年間は一律0.5％、4年目以降は直近決算の業績

に応じた利率を適用

担保・保証人 無担保・無保証人

資本性の扱
い

金融機関の債務者の評価において自己資本とみなすことが可能

当初3年間及び

4年目以降赤字の

場合

4年目以降黒字の場合

5年1ヶ月・

７年・10年
15年 20年

0.50％ 2.60％ 2.70% 2.95％
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